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会計

IASB（国際会計基準審議会）の

臨時会議及び通常会議が、ロンドン

のIASB本部で下記のとおり開催され

た。

・ 第144回臨時会議：2011年４月

27日

・ 第145回臨時会議：2011年５月

４日

・ 第146回臨時会議：2011年５月

11日及び12日

・ 第147回通常会議：2011年５月

17日から19日の３日間

・ 第148回臨時会議：2011年５月

31日から６月２日の３日間

・ 第149回通常会議：2011年６月

13日から15日の３日間

第144回会議は、IASBのみの会議

では、①金融商品（ヘッジ会計）が、

FASBとの合同会議では、②保険会

計に関する議論が行われた。

第145回会議は、FASBとの合同会

議のみが行われ、保険会計に関する

議論が行われた。

第146回会議では、IASBのみの会

議で、①金融商品（ヘッジ会計）及

び②保険会計、FASBとの合同会議

では、③保険会計に関する議論が行

われた。ここでは、②を除く議論の

概要を説明する。このほか、教育セッ

ションとして、IASBのみの会議で

は、リース、FASBとの合同会議で

は、収益認識が取り上げられた。

第147回会議では、IASBのみの会

議で、①年次改善及び②国際財務報

告基準解釈指針委員会（IFRSInter-

pretationsCommittee）の活動状況

報告、FASBとの合同会議では、③

収益認識、④リース、⑤金融商品

（償却原価及び減損）、⑥保険会計及

び⑦金融商品（相殺）に関する議論

が行われた。教育セッションはなかっ

た。ここでは、①、②及び⑦を除く

議論の概要を解説する。

第148回会議では、IASBのみの会

議で、①金融商品（ヘッジ会計）、

FASBとの合同会議では、②収益認

識、③リース及び④保険会計に関す

る議論が行われた。教育セッション

では、IASBのみの会議では、金融

商品（ヘッジ会計（マクロヘッジ））、

FASBとの合同会議では、金融商品

（相殺：国際スワップ・デリバティ

ブ協会（ISDA）による解説）が取

り上げられた。

第149回会議では、IASBのみの会

議で、①新規議題に関するコンサル

テーション、②連結（投資会社：公

開期間を120日とすることを決定）

及び③年次改善（公開期間を120日

とすることを決定）、FASBとの合同

会議では、④収益認識、⑤リース、

⑥金融商品（償却原価及び減損）、

⑦金融商品（相殺）及び⑧保険会計

に関する議論が行われた。教育セッ

ションは、FASBとの合同会議で、

FASBが現在進めている投資不動産

プロジェクト及び金融商品（分類及

び測定）について、検討状況の報告

及び質疑が行われた。
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今回は、①ゼロ・コスト・オプショ

ン（カラー）、②公正価値ヘッジの

会計処理及び③ヘッジ対象の名目金

額（階層アプローチ）の３つについ

て議論が行われた。

� ゼロ・コスト・オプション（カ

ラー）

2010年12月に公表された公開草案

では、オプションの時間価値は、不

利な価格又は金利の変動を防ぐため

のコストと考えて会計処理すること

を提案している（保険プレミアムと

いう見方）。一方、ゼロ・コスト・

オプション（プット・オプションと

コール・オプションの買建てと売建

ての組合せで、結果として時間価値

はゼロとなる）の場合には、当初の

時間価値がゼロのため、この考え方

は適用できないと考えられていた。

しかし、受領したコメントでは、多

くの意見が、企業に操作の機会を与

えないために、保険プレミアムとい

う会計処理をゼロ・コスト・オプショ

ンの時間価値にも適用すべきという

ものであった。このため、オプショ

ンの時間価値の会計処理をゼロ・コ

スト・オプションにも適用すべきか

どうかが議論された。

議論の結果、オプションの時間価

値の会計処理をゼロ・コスト・オプ

ションの時間価値にも適用すること

が、暫定的に合意された（11名が賛

成）。

� 公正価値ヘッジの会計処理

公開草案では、次のような公正価

値ヘッジの会計処理を提案している。

� 包括利益計算書上では、ヘッジ

手段及びヘッジ対象の損益をその

他包括利益（OCI）で表示し、ヘッ

ジの非有効部分を当期純利益で認

識する。これは、キャッシュ・フ

ロー・ヘッジのヘッジ手段の損益

の取扱いと同じ取扱いを公正価値

ヘッジにも適用することで、ヘッ

ジ会計に関する損益の変動をOCI

でまとめて表示することを目指し

たものである。

� ヘッジ対象のヘッジされている

リスクに関連する公正価値の変動

は、財政状態計算書上、別個の項

目として表示する（ヘッジ対象の

簿価の修正としては表示しない）。

これらを受けて、公開草案では、

次の３点の妥当性について意見を求

めており、今回、受領したコメント

を受けて、いくつかの代替案が議論

された。

� 包括利益計算書での表示に関す

る提案（公開草案での提案どおり

とする案、IAS第39号（金融商品：

認識及び表示）と同じ取扱い（下

記、暫定合意参照）とする案及び

当期純利益の中で、ヘッジ手段、

ヘッジ対象及び非有効部分の損益

をグロス表示する案が検討された）

� 財政状態計算書での表示に関す

る提案（公開草案での提案どおり

とする案、資産及び負債のそれぞ

れに対応する行項目を独立して表

示し、それらの内容を注記で示す

案及びIAS第39号と同じ取扱いと

するが、公正価値ヘッジ調整額を

注記で表示する案が検討された）

� リンク表示を公正価値ヘッジに

適用しないこと

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 包括利益計算書での表示に関し

ては、IAS第39号の公正価値ヘッ

ジの取扱いを保持する（公開草案

の提案を変更する）。すなわち、

ヘッジされたリスクに関連する公

正価値の変動から生じる損益は、

当期純利益で表示する。ただし、

ヘッジ活動をより明確に示すため、

財務諸表の注記において、公正価

値ヘッジ及びキャッシュ・フロー・

ヘッジが当期純利益及びOCIに与

える影響に関する情報を、１か所

にまとめて開示することを求める

（賛成11名、反対１名及び棄権２

名）。

� 財政状態計算書での表示に関し

ても、IAS第39号の公正価値ヘッ

ジの取扱いを保持する（公開草案

の提案を変更する）。すなわち、ヘッ

ジされたリスクの公正価値の変動

は、ヘッジ対象の簿価の修正とし

て表示する。また、ヘッジ対象の

簿価が調整された金額は、注記で

開示することを求める（全員賛成）。

� リンク表示を公正価値ヘッジに

適用しない（賛成12名及び反対１

名）。

� ヘッジ対象の名目金額（階層ア

プローチ）

公開草案では、全体的なグループ

の階層部分（例えば、ボトム・レイ
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ヤー）は、独立に識別可能で、信頼

をもって測定でき、リスク管理目的

が階層構成要素のヘッジであり、さ

らに、階層部分を識別する基となっ

ている全体的なグループに含まれる

項目が、ヘッジされているのと同一

のリスクにさらされているなどの条

件を満たせば、名目金額の階層部分

を、ヘッジ対象として指定すること

ができるとしている。また、当該階

層部分が、期限前償還オプション（そ

の公正価値がヘッジされているリス

クに影響されないものを除く）を含

んでいないことも条件とされている。

今回、このような提案に対して受

領したコメントに関する議論が行わ

れた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 公開草案での階層アプローチの

提案（上述を参照）を確認する。

なお、ヘッジ対象とすることがで

きる階層は、ボトム・レイヤーに

限定されず、トップ・レイヤーも

含まれることを示す例示を追加す

る（全員賛成）。

� 部分償還オプションがある場合

には、ヘッジ対象の指定時に期限

前償還されないと見込まれる金額

を、ヘッジ対象とすることを認め

る（賛成12名、反対１名）。すな

わち、期限前償還オプションが契

約全体に含まれていても、ヘッジ

対象としての指定時において、当

該期限前償還オプションがヘッジ

対象として指定される階層部分に

影響を与えない金額がある場合に

は、当該金額をヘッジ対象として

指定することができるという取扱

いである。

� ヘッジ対象の階層部分が、ヘッ

ジ対象の公正価値の変動を決定す

る際に考慮される期限前償還オプ

ションの影響を含んでいる場合に

は、ヘッジ対象の当該階層をヘッ

ジ対象として指定することを許容

すべきである（賛成11名、反対２

名）。

� 階層に基づくヘッジ対象の指定

の適格性を判断する目的上、期限

前償還オプションが買建てか売建

てかを区別しない（すなわち、公

開草案の提案をそのまま保持する）

（全員賛成）。これは、ヘッジされ

ているリスクは、特定のオプショ

ン保有者がいつオプションを行使

するかどうかに関係なく、期限前

償還オプションの公正価値に影響

するからである（期限前償還オプ

ションの公正価値の変動は、当該

オプションが買建てか売建てかに

関係がなく決定される）。

今回は、一定の規準を満たす短期

の保険契約（保険カバー期間が短い

もの）に対して、特別の会計処理を

認めるかどうかが議論された。特に、

①規準はどのようなものであるべき

か又は②特別の会計処理は、ビルディ

ング・ブロック・アプローチの代理

（proxy）なのか又は異なるモデルな

のか、について議論が行われた。

スタッフからは、次の要件を満た

す契約に、修正アプローチ（modi-

fiedapproach）を適用することが提

案された。

・ 契約が、重要な財務要素を含ん

でいない（重要な財務要素を含ま

ないためには、①保険料の受取り

とカバー提供との間の時間が重要

でない、②保険契約者が、ビルディ

ング・ブロック・アプローチの下

で、契約当初に支払うべき保険料

と実際に支払った保険料の金額が

大きく異ならないことが求められ

る。また、実務上の簡便法として、

カバー期間が１年以下である場合

には、重要な財務要素を含まない

とみなす）。

・ 契約が、組込みデリバティブを

切り離した後において、キャッシュ・

フローの変動性に大きく影響する

組込みデリバティブ又はその他の

デリバティブを含んでいない。

修正アプローチでは、次のような

会計処理が提案されている。

・ 当初認識時のクレーム前義務を、

当初認識時に受領した保険料に予

想将来保険料の非割引価値を加え、

そこから新契約費を控除した金額

で測定する。

・ 当初認識以後では、保険カバー

を提供するという履行義務の充足

を反映するために、クレーム前義

務を減額しなければならない。

・ 予想キャッシュ・アウト・フロー

の現在価値がクレーム前義務の簿

価を超え、ある一定の要素が契約

が不利になっていることを示唆す

る場合には、契約が不利かどうか

の評価を行わなければならない。

議論では、提案されているアプロー

チ（修正アプローチ）と現行実務

（未経過保険料アプローチ）、ビルディ

ング・ブロック・アプローチ及び収

益認識プロジェクトのモデルが比較

され、修正アプローチの要件（規準）

についても意見が交わされた。さら
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に、FASBのボードメンバーからは、

損害保険と生命保険とは異なる特徴

を持つので、修正アプローチをビル

ディング・ブロック・アプローチの

代理と考えるのではなく、２つの異

なるモデルとしてとらえるべきだと

の意見も出された。

議論の結果、次の点が、暫定的に

合意された（�から�は、IASB及

びFASBが共に暫定合意している）。

� 貨幣の時間価値を反映すること

を求めている収益認識プロジェク

トでの暫定合意に合わせて、貨幣

の時間価値をクレーム前義務に反

映すべきかどうかを検討する。

� 保険者は、クレーム前義務の金

額を、カバー期間にわたって、次

に従って減額しなければならない。

� 時の経過を基にして

ⅱ� もし、時の経過と大きく違う

場合には、発生保険金及び便益

の予想タイミングに基づいて

� 保険者は、クレーム前期間にお

いて、事実及び状況（factsand

circumstances）が契約が不利になっ

たことを示す場合には、不利な契

約テストを行わなければならない。

� IASBは、保険者は、クレーム

前義務の測定から、ビルディング・

ブロック・アプローチで保険負債

の測定に含めることとされている

新契約費を控除すべきであること

に、暫定的に合意した（賛成９名）。

なお、FASBは、この点について

の議決を行わなかった。

今回は、保険契約に含まれる①財

貨・サービス及び②投資構成要素を

保険契約から分離（アンバンドル）

するかどうかに関して議論が行われ

た。

� 非保険財貨・サービスのアンバ

ンドリング

今回は、保険契約に含まれる財及

びサービスに関する部分を、保険契

約から分離して収益認識モデルに基

づいて測定すべきかどうかについて

議論が行われた。

スタッフからは、次の３つの代替

案が提示された。

� 代替案Ａ：商業的実態がないと

いう理由で保険契約に組み込まれ

ている場合にのみ、財及びサービ

スを提供する義務をアンバンドル

する。

� 代替案Ａよりも広い範囲のアン

バンドリングを求める。具体的に

は、次の２つの方法で達成するこ

とができる。

� 代替案Ｂ：財及びサービスが

保険カバーと「密接に関連して

いる（closelyrelated）」ことを

示す例をさらに追加することで、

「密接に関連している」という

原則をどのように適用するかに

関するさらなるガイダンスを提

供する。

ⅱ� 代替案Ｃ：収益認識プロジェ

クトで開発された、独立した履

行義務を識別する規準を用いて、

財及びサービスを提供する義務

を、保険契約からアンバンドル

することを求める。

議論では、収益認識プロジェクト

との首尾一貫性を追求すべきという

議論が多数を占めた（代替案Ｃ）。

今回は、暫定合意は求められず、

2011年５月16日に開催予定であった

保険ワーキンググループにこの問題

を諮ることとされた。なお、代替案

Ｃを採用する場合には、2011年２月

に収益認識プロジェクトで暫定合意

された、履行義務を識別するための

次の原則が適用されることになる。

� 企業が、財又はサービスを、企

業が顧客に提供している単独の項

目（１つの商品）にまとめるとい

うサービスを提供している場合に

は、企業は、約束した財又はサー

ビスの束を１つの履行義務として

会計処理しなければならない。

� 次の場合、企業は、約束した財

又はサービスを、独立した履行義務

として会計処理しなければならない。

・ 財又はサービスの移転のパター

ンが、同一契約内の他の約束し

た財又はサービスの移転パター

ンと異なる。

・ 財又はサービスが、「区分で

きる機能（distinctfunction）」

を有している。

� 次のいずれかの場合には、財又

はサービスは、区分できる機能を

有している。

・ 企業が、財又はサービスを、

通常、分離して販売している。

・ 顧客は、財又はサービスを、

自分自身で、又は、顧客が容易
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に利用できる資源とともに使用

することができる。

� 投資構成要素のアンバンドリング

すべての長期の保険契約は、預金

又は投資といった性格を有している。

ここで議論する投資構成要素は、保

険契約者に定期的に通知される明示

的な勘定残高（explicitaccountbal-

ance）を有するもの（下記、暫定合

意�を参照）を指している。そこで

は、明示的なリターンが勘定残高に

貸記される。今回、このような特徴

を持つ投資構成要素を、保険契約か

らアンバンドルすべきかどうかにつ

いて議論が行われた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された（下記�から�については、

IASB全員及びFASBの過半数が賛成、

�については、IASB全員が賛成し

たが、FASBは議決しなかった）。な

お、これらの合意が、勘定残高を持

つ典型的な保険契約においてどのよ

うに適用されるかに関して検討する

ことが、スタッフに指示された。

� 勘定残高に基づいて明示的なリ

ターンが貸記される明示的な勘定

残高は、アンバンドルされなけれ

ばならない。

� 収益認識プロジェクトで開発さ

れた、独立した履行義務を識別す

るための規準に基づいて、そのよ

うな明示的な勘定残高を分離しな

ければならない。

� さらに、保険契約者が、保険契

約を失効することなく勘定残高を

引き出すことができる場合にのみ、

明示的な勘定残高が存在するとす

べきかどうかに関しては、さらに

検討する。

� アンバンドルされた明示的な勘

定残高については、配分に関する

さらなる決定を条件とするものの、

対応する金融商品に関する規定に

基づいて会計処理する。

このプロジェクトでは、2011年４

月から受領したコメントの分析を続

けており、今回は、ヘッジの有効性

評価に関する議論が行われた。

公開草案では、ヘッジ会計の有効

性判定基準としての、80％から125

％という規準を廃止し、新たに、将

来に向かって適用されるヘッジの有

効性に関する次の２つの要求を提案

している。すなわち、ヘッジ関係が、

①ヘッジの有効性の評価の目的に適

合していること（バイアスのない結

果を生み、ヘッジの非有効性を極小

化すること）及び②偶然の相殺以外

の相殺を達成することを提案している。

受領したコメントでは、80％から

125％規準を廃止することに対して

は、圧倒的な支持があったが、新た

に提案された２つの要件に関しては、

その内容が抽象的であり、理解が難

しいとの指摘があり、その意味の明

確化を求める意見が多かった。この

ため、今回、①「偶然の相殺以外

（otherthanaccidentaloffsetting）」

という用語の意味の明確化及び②ヘッ

ジ関係は「バイアスのない結果

（unbiasedresult）」及び「見込まれ

るヘッジの非有効性を極小化する

（minimiseexpectedhedgeineffective-

ness）」の意味の明確化について議

論が行われた。

� 「偶然の相殺以外」の意味

公正価値に関する議論では、80％

から125％規準に代えて、「合理的に

有効（reasonablyeffective）」といっ

た閾値の導入も検討されたが、最終

的には、「偶然の相殺以外」という

言葉の内容を、より具体的にするこ

との可能性が検討された。

議論の結果、「偶然の相殺以外」

という用語の意味を、次の２点に分

解して説明し、それに関連する適用

ガイダンスを追加することが暫定的

に合意された（全員賛成）。

� ヘッジ手段とヘッジ対象との間

に経済的な関係があること。

� 信用リスクの影響が、経済的関

係から生じる価値の変動を支配し

ないこと。

� バイアスのない結果及び見込ま

れるヘッジの非有効性の極小化の

意味

公開草案のB29項では、ヘッジの

有効性の評価の目的は、次の４つの

要素を含むとしている。

� ヘッジ関係は、バイアスのない

結果を生む。

� ヘッジ関係は、見込まれるヘッ

ジの非有効性を極小化する。

� バイアスのある結果を生むよう

に、ヘッジ手段の公正価値の変動

が、システマティックにヘッジ対

象の公正価値を上回るか又は下回
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るということを企業が予想してい

ない。

� ヘッジ関係は、ヘッジの非有効

性を作り出すような、ヘッジ対象

とヘッジ手段の間の意図的なミス

マッチを反映してはならない。

今回、これらの要素が適切に意図

している内容を表現しているかどう

かに関して議論が行われた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された（全員賛成）。

� 公開草案で示した上記４要件の

うち、�から�を削除する。

� 削除した３要件に代わり、次の

要件を直接参照することとする。

� 企業のヘッジ関係の指定は、

経済的ヘッジ（economichedge）、

すなわち、以下の数量に基づい

ていなければならない。

・ 実際にヘッジしているヘッ

ジ対象の数量

・ 上記ヘッジ対象の数量を、

実際にヘッジしているヘッジ

手段の数量

ⅱ� 企業は、ヘッジ会計の目的と

整合しない会計上の帰結をもた

らすために、（認識されている

か否かにかかわらず）ヘッジの

非有効性を作り出すような、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段の重み付け

（weighting）の不均衡を反映す

るヘッジ関係を指定してはなら

ない。そのような帰結には、例

えば、キャッシュ・フロー・ヘッ

ジの場合にはヘッジの非有効性

の認識を避けること、又は、ヘッ

ジ手段の公正価値の変動との相

殺がされないにもかかわらず、

公正価値会計の利用を拡張する

目的で、より多くのヘッジ対象

に対して公正価値ヘッジを達成

することを意図している場合が

ある。

今回は、有配当契約（participat-

ingcontract）に関連する論点につ

いての議論が行われた。有配当の本

質は、保険者と保険契約者の間のリ

スク共有であり、それが、ユニット・

リンク契約（一部又はすべての便益

が、企業内部又は外部の投資ファン

ドのユニット（保険者又は第三者に

よって保有される資産の特定のプー

ルで、ミューチュアル・ファンドと

同じ方法で運営されるもの）の価格

によって決定される勘定）と類似し

た性質を有しているため、これとの

関係についても議論が行われた。ま

た、ユニット・リンク契約では、そ

こに含まれる保険者自身の株式や保

険者が自己使用している有形固定資

産の会計処理が会計上のミスマッチ

を生じさせており、それらについて

も議論が行われた。

議論の結果、IASBは、次の点に

暫定的に合意した（賛成９名、反対

４名）。

� 保険契約者への配当に関連する

履行キャッシュ・フローの測定は、

保険契約者が配当に参加するベー

スとなる金融商品の測定を基にす

べきである。そのようなベースと

なる項目には、資産及び負債、保

険契約のプール又は企業の業績と

いったものがなり得る。

� 保険者は、最低保証から生じる、

契約によって関連付けられている

項目に関する保険者と保険契約者

の間の非対称なリスク共有を、現

在測定ベースを用いて反映しなけ

ればならない。

� 保険者は、包括利益計算書にお

いて、保険契約負債の変動を、関

連する項目の変動の表示（すなわ

ち、当期純利益又はその他包括利

益の区分の中で）と首尾一貫する

ように表示しなければならない。

� ユニット・リンク契約と有配当

契約の双方に、同じ測定アプロー

チを適用しなければならない。

なお、上記に関連する開示につい

ては、将来、議論を行う。

このほか、IASBは、ユニット・

リンク契約の中で保有される保険者

自身の株式（自己株式）及び保険者

が占有する有形固定資産によって生

じる会計上のミスマッチ（自己株式

は、資産ではなく資本からの控除と

して表示されるために、また、自己

使用の有形固定資産は、公正価値測

定を行った場合には、その変動をそ

の他包括利益で認識することになる

ために、ミスマッチが生じる）を解

消するため、自己株式及び有形固定

資産を公正価値で測定し、その変動

を当期純利益で認識することができ

るように、IAS第32号（金融商品：

表示）及びIAS第16号（有形固定資

産）を改訂することに、暫定的に合

意した（大多数が賛成）。

FASBは、保険契約負債の測定は、

保険契約者が参加する基礎となる項

目の契約上の測定ベースを用い、現

在のレートで割り引くことによるキャッ

シュ・フローの予想現在価値を反映

すべきである点に、暫定的に合意し

た（大多数が賛成）。
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今回は、①契約の獲得及び履行の

費用で資産化されたものの償却及び

減損（amortizationandimpairment）、

②不利な契約、③収益認識に関する

表示及び開示並びに④残余履行義務

に関する開示の４点について議論が

行われた。

� 資産化された獲得及び履行費用

の償却及び減損

公開草案では、顧客から契約を獲

得するため又は契約履行に伴って発

生する費用を資産化し、それを償却

することが提案されている。そして、

資産の償却については、当該資産が

関連する財貨・サービスの移転のパ

ターンと首尾一貫するシステマティッ

クな方法に基づいて償却しなければ

ならないと提案している。受領した

コメントでは、契約締結前に発生す

る費用の資産化と減損との関係が明

確ではない（資産に計上しても、契

約が締結されていないため、直ちに

減損を認識しなければならなくなる

のではないか）との指摘があった。

これらを受けて、今回、資産化され

た契約獲得及び履行費用の償却及び

減損が議論された。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 減損に関しては、次の点（IASB

及びFASBの全員が賛成）。

� 資産の簿価が、①資産が関連

する財貨・サービスと交換に取

得すると予測される対価の金額

から②当該財貨・サービスを提

供することに直接に関連する残

余費用を差し引いた金額を超え

る場合に、企業は、減損を認識

しなければならない。企業が取

得すると予想される金額を決め

るために、企業は、取引価格を

決定する原則を用いなければな

らない。

ⅱ� IFRSでは、いったん認識され

た減損は、減損の原因がなくなっ

た場合には、減損の振戻しをし

なければならない（米国会計基

準では、減損の振戻しは禁止さ

れている）。

� 償却に関しては、当該資産が関

連する財貨・サービスの移転のパ

ターンと首尾一貫するシステマティッ

クな方法に基づいて償却しなけれ

ばならないという、公開草案での

提案を保持する。更新可能なサー

ビス契約のセットアップ費用のよ

うなある種の資産は、同一顧客と

の将来の契約で提供される財貨・

サービスに関連する場合もあるこ

とが明確化された（その場合には、

予想される更新期間を含めた期間

で償却が行われる）（IASBの８名

が賛成し、FASBの６名が賛成）。

� 実務上の便宜として、１年以内

の期間の契約については、企業は、

契約獲得費用を、発生時の費用と

して認識することを許容されるべ

きである（IASBの11名が賛成し、

FASBの６名が賛成）。

� 不利な契約

2011年３月１日及び２日に開催さ

れた第139回臨時会議で、不利な契

約に関して、次の点が暫定合意され

ている。

� 不利な契約かどうかの判定及び

不利な契約負債の測定に含まれる

べき費用は、契約の残余の履行義

務を充足するために直接関連する

費用（公開草案第58項の費用）と

すべきである。

� 企業が契約を解除することをコ

ミットしており、かつ、そうする

契約上の権利を有している場合、

費用は、企業が契約を解除した場

合に支払うであろう金額（例えば、

違約金を含め、企業が顧客に返還

しなければならない金額）を反映

することが認識された。

� 契約を解約する場合には、IAS

第37号（引当金、偶発負債及び偶

発資産）に従って処理しなければ

ならない他の義務が生じることが

あることが認識された。スタッフ

の提案とは異なり、この条件は、

解約をするために相手に通知した

場合にのみ適用される。

その後、航空券、娯楽施設のチケッ

ト及び雑誌の購入契約などの場合に

は、個別の取引を対象に、上記の暫

定合意に基づいて、不利な契約かど

うかのテストを行うことは合理的な

帰結をもたらさないとの指摘があり、

今回、改めて不利な契約が議論され

た。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された（全員賛成）。

� 不利な契約のテストは、長期サー

ビス契約に限定する（これによっ
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て、航空券などの販売には不利な

契約テストが適用されない）。

� 不利な契約テストを行う際に考

慮すべき費用は、次のいずれか低

い方とする。

・ 履行義務を充足するのに直接

関連する費用

・ 契約を解約するために企業が

支払わなければならない金額

� 収益認識に関する表示及び開示

収益認識に関する表示及び開示に

関して検討が行われ、①契約資産及

び契約負債の表示、②収益の分解表

示、③契約資産及び契約負債の認識

及び④残余履行義務の開示の４点に

ついて議論が行われた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 契約資産及び契約負債に関して

は、公開草案で示している表示に

加えて、次のような表示を許容す

る（全員賛成）。

・ 契約資産及び契約負債を独立

した行項目として表示すること。

・ 契約資産及び契約負債に関す

る追加情報を、財務諸表上、又

は、注記で表示すること。

・ 「契約資産及び契約負債」以

外の用語を用いること。ただし、

財務諸表の読者が、対価に対す

る無条件の権利（請求済みか否

かにかかわらず、受取債権）と

対価に対する条件付きの権利

（契約資産）を区別できるよう

に十分な開示を行わなければな

らない。

� 収益の分解表示に関しては、次

のような取扱いを求める。

・ 最終基準は、企業が収益を分

解表示しなければならない特定

のカテゴリーを記述してはなら

ない。代わりに、分解のための

原則を明確にするとともに、適

切だと考えられる例を示さなけ

ればならない（IASBの12名が

賛成し、FASBの全員が賛成）。

・ 収益の分解は、包括利益計算

書上、又は、財務諸表の注記で

行わなければならない（IASB

の出席者全員が賛成し、FASB

の６名が賛成）。

・ 企業には、減損損失引当金

（impairmentlossallowanceで、

収益に対する調整として表示さ

れる顧客の信用リスク）の分解

は求めない（IASBの12名が賛

成し、FASBの４名が賛成）。

� 契約資産及び契約負債の調整表

に関しては、次のような取扱いを

求める（全員賛成）。

・ 公開草案で提案している契約

資産及び契約負債の調整表の開

示に関する規定は、そのまま引

き継ぐ。

・ ただし、開示項目の選択に当

たっては、重要性の原則が働く

ことを明確にする（すなわち、

調整表では、重要な変動を説明

するのに有益でない項目を明示

する必要がない）。

・ 残高の変動を理解するために、

表示項目を追加した方が適切な

場合には、項目を追加しなけれ

ばならない。

� 残余履行義務に関する開示

公開草案では、期末に残っている

履行義務の金額及びそれらの満期分

析（期末後３年目まで１年ごと及び

４年目以降の金額の開示）を求めて

いる。これらに対して受領したコメ

ントの分析及び議論が行われた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された（全員賛成）。

� 企業は、次の２つの属性を持つ

残余履行義務に配分された取引価

格の金額を開示しなければならない。

・ 当初において予想契約期間が

１年以上である、かつ、

・ 契約条件が、収益認識モデル

の各ステップ（特に、取引価格

の決定及び当該取引価格を各履

行義務に配分するステップ）を

適用することを求めることとな

るもの。なお、収益を認識する

ために、収益認識モデルの各ス

テップを用いる必要がない契約

には、この開示は求められない。

� 企業は、次のいずれかによって、

履行義務の金額がいつ収益として

認識されるかに関する説明をしな

ければならない。

・ 契約の存続期間に照らして最

も適切な期間帯を用いた量的な

ベース。

・ 量的及び質的情報を混合した

方法。

なお、スタッフからは、公開草案

で提案している満期分析を取りやめ

る提案がなされたが、これは否決さ

れた。

今回は、①借手の会計処理、②貸

手の会計処理、③契約の改訂又はリー

ス開始日以降の状況の変化、④オプ

ションの再評価及び⑤割引率の再評

価の５点が議論された。

� 借手の会計処理

2011年２月会議で、会計処理を

「ファイナンス・リース」及び「ファ

イナンス・リース以外のリース」の

２つの種類に分けて規定することが

暫定合意され、その後、この２つの

異なる種類のリース契約をどのよう

に定義し、測定を行うかに関して議
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論が行われてきた。

ファイナンス・リースは、割賦購

入のように、資金調達という要素が

強いリース契約で、リース負債の時

の経過による増価を支払利息として

認識する（すなわち、当期純利益に

反映するもので、公開草案で提案し

た方法）。一方、ファイナンス・リー

ス以外のリースは、資金調達という

要素が重要ではないリース契約が該

当し、当期純利益での損益認識パター

ンは、利用権資産の償却の合計と負

債の支払利息の合計が毎期定額とな

るように認識する（現在のオペレー

ティング・リースと整合的な会計処

理）。特に、ファイナンス・リース以

外のリースでは、リース負債の測定

を、ファイナンス・リースとそれ以

外のリースとで異なる方法とするこ

とができないため、当期純利益での

損益認識を定額とするためには、利

用権資産の償却方法を特殊なもの

（例えば、通常、有形固定資産の償

却には用いられない年金法の採用な

どが検討された）とせざるを得ず、

これまで、２つの種類に分けること

の妥当性について議論が行われてき

た。今回も、引き続き、この論点が

議論された。

議論の結果、借手の会計処理は、

公開草案で提案した単一の方法とす

る（ファイナンス・リース以外のリー

スという分類を新設しない）ことが

暫定的に合意された（IASBのボー

ドメンバーの10名が賛成し、FASB

のボードメンバーの５名が賛成）。

この結果、次のような会計処理が借

手に適用されることになる。

� 当初認識時には、利用権資産及

びリース負債を将来の支払リース

料の現在価値で測定する。

� 当初認識以降のリース負債の測

定は、実効金利法（effectivein-

terestmethod）を用いて認識する。

� 利用権資産を、予想将来経済便

益の消費パターンを反映するシス

テマティックな方法で償却する。

� 貸手の会計処理

① ２つのアプローチ

貸手の会計処理については、これ

まで、「ファイナンス・リース」及

び「ファイナンス・リース以外のリー

ス」の２つの種類に分けて規定する

かどうかが議論されてきた。今回は、

単一アプローチ及び２アプローチの

それぞれの場合に、どのような会計

処理（当初認識時の測定、当初認識

後の測定及び表示）が採用されるべ

きかについて議論が行われた。どち

らのアプローチにするかについては

結論が出ていないが、それぞれのア

プローチが採用されたと仮定した場

合に、どのような会計処理が適切か

が議論され、この前提の上で、それ

ぞれのアプローチの内容について、

下記のような暫定合意が行われた。

なお、スタッフに対しては、単一ア

プローチ及び２アプローチの２つと

現行のオペレーティング・リースと

のさらなる比較を行うことが指示さ

れた。

� 単一アプローチ

・ 貸手は、原資産（underlying

asset）の簿価の一部の認識の

中止を行う（IASBの12名が賛

成し、FASBの全員が賛成）。

・ 貸手は、当初認識時に、残余

資産（residualasset）を、原資産

の簿価の配分によって測定する

（IASB及びFASBの全員が賛成）。

・ 貸手は、当初認識時以降、リー

ス期間にわたって、貸手が借手

に賦課するレートを用いて、残

余資産を増価させる測定を行う

（IASBの全員が賛成し、FASB

の５名が賛成）。

� ２アプローチ

・ ２アプローチを用いる場合に

は、２つのアプローチを区分す

るには、原資産の所有に伴うほ

とんどすべてのリスク及び経済

価値（risksandrewards）が、

リースによって移転されたかど

うかを定義することに関連する

指標（indicators）に基づくこ

とが暫定的に合意された。

このような指標には、次のも

のが含まれる。

� 公正価値指標（リース開始

時に最低リース支払額の現在

価値がリース資産の公正価値

のほとんどすべてである）を

含める （IASBの12名及び

FASBの４名が賛成）。

ⅱ� 変動賃貸料指標（リース契

約が、リース期間にわたって、

原資産の利用又はパフォーマ

ンスに基づく重要な変動賃貸

料を含んでいる）を含める

（IASB全員及びFASBの５名

が賛成）。

ⅲ� 組込み又は統合的サービス

指標（リース契約が、原資産

の利用権に組み込まれている

重要なサービスを含んでいる）

を含めない（IASBの13名及

びFASBの４名が賛成）。

・ 原資産の所有に伴うほとんど

すべてのリスク及び経済価値が

借手に移転し、かつ、貸手が、

現行のオペレーティング・リー

スの会計処理を適用しない場合

には、貸手が、次の会計処理を

行うことが、選好された。

� 原資産の簿価すべての認識

の中止を行う （IASB及び
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FASBの全員が賛成）。

ⅱ� 当初認識時には、残余資産

を、リース期間終了時の原資

産の予想価値の現在価値とし

て測定する（IASB及びFASB

の全員が賛成）。

ⅲ� 当初認識時以降、リース期

間にわたって、貸手が借手に

賦課するレートを用いて残余

資産を増価させる測定を行う

（IASB全員及びFASBの５名

が賛成）。

② リース支払いを受ける権利の会

計処理及び表示

IASB及びFASBは、貸手のリース

支払いを受ける権利の測定について

は、金融資産に対する規定を適用し

て測定することに選好を示した。し

かし、このことが、予期しない帰結

をもたらすかもしれないかどうかに

ついて、分析することを指示した

（特に、２アプローチを採用した場合）。

貸手のリース支払いを受ける権利

の表示については、貸手は、当該権

利を残余資産と区別して表示しなけ

ればならないことが、暫定的に合意

された（IASB７名及びFASB全員が

賛成）。

� 契約の改訂又はリース開始日以

降の状況の変化

公開草案では、貸手に対する要求

として、貸手は、いったん採用した

会計処理のアプローチ（履行義務ア

プローチ又は認識の中止アプローチ）

を、それ以降、変更してはならない

としているが、契約の改訂又はリー

ス開始日以降の状況の変化をどのよ

うに会計処理するかに関して、明確

な規定を置いていなかったため、コ

メントでの指摘を受けて、今回、議

論が行われた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された（IASB及びFASBの全員が

賛成）。

� 現在の契約に対する根本的な変

更となる契約条件の改訂は、改訂

後の契約を新規の契約として会計

処理すべきである。なお、契約が

リースかどうか、又は、契約が原

資産の所有に伴うリスクと経済価

値のほとんどすべてを移転するか

どうかに関して、異なる決定をも

たらすような変更は、根本的な変

更である。

� 契約が、リースかどうかの評価

に影響を与えるような（契約条件

の改訂以外の）状況の変化があれ

ば、契約がリースかどうか又はリー

スを含むかどうかに関する再評価

を行う。

� 契約が、原資産の所有に伴うリ

スクと経済価値のほとんどすべて

を移転するかどうかの評価に影響

を与えるような（契約条件の改訂

以外の）状況の変化によって、会

計アプローチの再評価又は変更を

行ってはならない。これは、いっ

たん採用した会計アプローチは、

採用以後の状況変化によって変更

してはならないということを意味

している。

� オプションの再評価

リース契約を更新又は解約するオ

プション（optiontoextendortermi-

natealease）の会計処理に関して、

公開草案では、その行使の可能性が

50％超（morelikelythannot）の場

合には、権利行使が行われたとみて、

オプションによる最も長期のリース

期間を採用することを提案していた。

受領したコメントを受けてのその後

の議論で、これを変更し、企業にオ

プションを行使するか、又は、解約

を行わない重要な経済的インセンティ

ブ（significanteconomicincentive）

がある場合には、それらを考慮して

リース期間を決定することが、暫定

合意されている。

また、基になっているリース資産

を購入するオプション（optionto

purchasetheunderlyingleasedasset）

の会計処理に関して、公開草案では、

購入オプションの行使価格は、リー

ス支払いとはみないとしていたが、

受領したコメントを受けて、購入オ

プションを行使する重要な経済的イ

ンセンティブがある場合には、行使

価格をリース負債の測定に含めなけ

ればならないという会計処理に変更

することが暫定的に合意されている。

これらを前提に、今回は、借手及

び貸手が、借手がこれら２つのオプ

ション（更新・解約オプション及び

購入オプション）を行使する重要な

経済的インセンティブを有している

かどうかを、どのように再評価すべ

きかが議論された。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された（IASB及びFASBの全員が

賛成）。

� 借手及び貸手は、契約ベース、

資産ベース及び企業ベースの要素

を考慮して、借手が、更新・解約

オプション及び購入オプションを

行使する重要な経済的インセンティ

ブを有しているかどうかを再評価

しなければならない（IASB８名

及びFASB５名が賛成）。なお、評

価に当たっては、すべての要素を

総合的に考慮すべきで、１つの要

素のみでは、必ずしも重要な経済

的インセンティブを有しているこ

とにはならない。

� 借手が、更新・解約オプション

及び購入オプションを行使する重

要な経済的インセンティブを有し
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ているかどうかの評価に、借手及

び貸手が用いる閾値（threshold）

は、当初評価時及びその後の評価

時で同じとすべきであるが、リー

ス開始後の市場レートの変動は、

その後の評価時には考慮しない。

これは、市場レートの変動を考慮

すると、その変動によって、オプ

ションの行使の評価が頻繁に変更

されることになるおそれがあるた

め、これを避けることが必要と考

えられたことによるものである。

� リース期間の再評価の結果生じ

るリース料支払いの変動の会計処

理は、次のとおりとすべきである。

・ 借手は、リース支払いを行う

債務（obligation）及び利用権

資産を調整する。

・ 貸手は、 リース料債権

（right）及び残余資産を調整し、

対応する損益を認識する（ただ

し、今後の貸手の会計処理に関

する決定によって変更される可

能性がある）。

� 割引率の再評価

今回、借手及び貸手がリース料支

払いの現在価値を測定するために用

いる割引率を再評価しなければなら

ない状況があるかどうかについての

議論が行われた。

これまでの議論では、割引率に関

して次の点が暫定合意されている。

� 借手及び貸手に、当初にリース

資産及び負債を測定する際に、開

始日（dateofcommencement）に

おいて計算される割引率を用いる

ことを求める。

� その際の割引率として、借手は、

入手可能であれば、貸手が借手に

賦課する金利を用いることとし、

それ以外の場合には、借手の追加

借入金利を用いる。

� 貸手は、貸手が借手に賦課する

金利を用いる。

さらに、割引率の再測定との関連

では、公開草案では、原則として、

借手及び貸手には、割引率を変更す

ることが認められていない。再評価

が認められているのは、変動リース

料の計算に用いる参照金利の変動を

反映するときのみである。貸手は、

参照金利の変動に伴うリース料支払

いの受取債権の変動を、損益として

認識しなければならないとされてい

る。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� リース支払額に変動がない場合

には、割引率を見直してはならな

い（IASB及びFASBの全員が賛成）。

� 下記の要素の変動が当初の割引

率の測定に反映されていない場合

には、割引率は、再評価されなけ

ればならない。

・ 借手が、更新・解約オプショ

ン及び購入オプションを行使す

る重要な経済的インセンティブ

を有しているかどうかの評価の

変動によって、リース支払額が

変動する場合（IASBの９名及

びFASBの全員が賛成）。

・ 借手が、行使に関して重要な

経済的インセンティブを有して

いないとしていたオプションの

行使によって、リース支払額が

変動する場合（IASBの10名及

びFASBの全員が賛成）。

� 借手又は貸手は、改訂後の割引

率を再評価日のスポット・レート

を用いて決定し、当該レートを残

りのリース支払いに適用しなけれ

ばならない（すなわち、当初のリー

ス支払いの残余部分、延長された

リース期間の支払い又は購入オプ

ションの行使による支払いに適用

される）（IASB及びFASBの全員

が賛成）。

2011年１月に公表した金融資産の

オープン・ポートフォリオに、どの

ように予想損失モデルを適用するか

に関してのコメントを求める補足資

料（supplementarydocument）のコ

メント期間が2011年４月１日に終了

し、受領したコメントの分析及びこ

の間に行われたアウトリーチ活動に

基づいて、このプロジェクトの将来

の方向性に関する４つの代替案が示

され、議論が行われた。４つの代替

案は次のとおりである。

� 代替案１：FASBとのコンバー

ジェンスの議論を開始する前に、

IASBによって開発されたアプロー

チに基づいて最終案を作成する

（グッドブックに対しては、期間

比例アプローチ（time-proportion-

alapproach）を適用し、バッドブッ

クに対しては、全期間の予想損失

を即時に認識する）。

� 代替案２：IASBとのコンバー

ジェンスの議論を開始する前に、

FASBによって開発されたアプロー

チに基づいて最終案を作成する

（予見できる将来に発生すると予

想される損失を認識する）。

� 代替案３：補足資料で提案した

モデルを、受領したコメントを基

に最終基準とする。

� 代替案４：当初の公開草案及び

補足資料に対して受領したコメン

トを基に、過去の提案の改訂版を

開発する。

議論の結果、代替案４を採用する

ことが、暫定的に合意された。これ
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に基づいて、両ボードの限られたメ

ンバーからなる小委員会を組織し、

そこで、新たな提案を可及的速やか

に検討することが決定された。

IASBとFASBは、リスク調整（risk

adjustment）を明示的に保険負債の

構成要素として把握するかどうかに

関して、意見を異にしている。

IASBの公開草案では、３つのビ

ルディング・ブロックの１つとして、

リスク調整を明示することを求めて

おり、その後の議論を経て、現時点

では、「リスク調整は、最終的な履

行キャッシュ・フローが予想を超過

するリスクを保険者が引き受けるた

めに要求する補償でなければならな

い」という定義が、暫定的に合意さ

れている。一方、FASBのディスカッ

ション・ペーパーでは、リスク調整

を明示的に調整することを求めてい

ない。FASBのアプローチでは、リス

ク調整は、複合マージン（composite

margin）の中に含まれることになる。

IASBのアプローチでは、複合マー

ジンからリスク調整を除いた金額が、

残余マージン（residualmargin）と

して測定される。

両者の意見の対立が収束しないた

め、リスク調整を明示する場合と複

合マージンに含める場合のメリット・

デメリットを分析することがスタッ

フに指示されており、今回、両者の

考え方をまとめた資料が提供され、

これに基づいて議論が行われた。

議論の結果、両者の対立は解消せ

ず、IASB及びFASBは、次のような暫

定合意に達した。今後は、開示を用い

ることによって、両者のアプローチの

違いを比較可能にできるかどうかを、

継続して検討することとなった。

� IASBは、保険負債の測定では、

リスク調整を構成要素として把握

すること、リスク調整は、受領す

る保険料とは独立に決定され、各

報告期間末尾に再測定することが、

暫定的に合意された（11名が賛成、

２名が反対）。

� FASBは、次の点について、暫

定的に合意した（大多数が賛成）。

・ 保険契約測定モデルは、単一

マージン・アプローチを採用す

べきである。そこでは、保険契

約者に不利に働く特定の不確実

な将来事象が発生したときに、

保険契約者に保証を行うために

待機しているという履行義務を、

保険者が充足するに連れて利益

が認識される。

・ キャッシュ・フローの変動性

が減少することによって示され

る、リスクに対するエクスポー

ジャーからの保険者の解放に基

づいて、保険者は、履行義務を

充足する。

・ 保険者は、過去に認識された

マージンを取り戻す（recap-

ture）ために、再測定又は較正

してはならない。

・ モデルの一環として、不利な

契約テストを織り込むかどうか

を検討する。

今回は、①ヘッジ手段としてのオ

プションの会計処理、②ヘッジ関係

のリバランシング及び③ヘッジ会計

の任意の中止 （voluntarydiscon-

tinuation）の３点について議論が行

われた。

� ヘッジ手段としてのオプション

の会計処理

ここでは、①オプションの時間価

値の会計処理及び②オプションの組

合せのヘッジ手段としての適格性に

ついての議論が行われた。

① オプションの時間価値の会計処理

公開草案では、オプションの時間

価値の会計処理を、次のように提案

している。

� 取引に関連したヘッジ対象をヘッ

ジしているオプションの時間価値

の公正価値の変動は、ヘッジ対象

に関連する範囲で、その他包括利

益（OCI）で認識する。

� ヘッジ対象が、その後、非金

融資産又は非金融負債、又は、

公正価値ヘッジが適用される確

定約定となった場合には、資本

の部から、当該非金融資産又は

非金融負債の当初の原価に含め

るか、又は、資産又は負債のそ

の他の簿価に振り替える。ただ

し、これは、組替調整ではない

ので、OCIには影響しない。

ⅱ� 上記以外のヘッジ関係につい

ては、ヘッジされた期待将来キャッ
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シュ・フローが当期純利益に影

響を与えるのと同じ期間に、当

該金額を、資本の部の独立項目

から当期純利益へ組替調整を行

う。

ⅲ� ただし、当該金額の全部又は

一部が、将来、回収されないと

見込まれる場合には、回収が見

込まれない金額を、組替調整と

して、当期純利益に振り替える。

� 期間に関連したヘッジ対象をヘッ

ジしているオプションの時間価値

の公正価値の変動は、ヘッジ対象

に関連する範囲で、OCIで認識し、

資本の部の独立項目として累積し

なければならない。当初の時間価

値は、ヘッジ関係の期間にわたっ

て、合理的な基準で償却しなけれ

ばならない。

このような提案がなされたのは、

IAS第39号の下では、企業がオプショ

ンの時間価値を分離して本源価値の

みをヘッジ手段として指定した場合、

時間価値部分は当期純利益で認識さ

れ、それが損益を不安定にする要因

となっていたためである。また、企

業のリスク管理においてはオプショ

ンの時間価値はヘッジコスト（保険

プレミアム）とみる見方が多いこと

も反映している。

今回は、受領したコメントを受け

て、このようなオプションの時間価

値に関する公開草案での取扱いにつ

いて議論が行われた。

議論の結果、次の点が暫定的に確

認又は合意された。

� オプションの時間価値に関して、

公開草案で提案されている会計上

の帰結を再確認する（すなわち、

ヘッジ対象の性質に応じてオプショ

ンの時間価値の認識について、２

つの異なるアプローチを採用する）

（賛成13名、反対１名、棄権１名）。

� 公開草案の適用ガイダンスを追

加する（例えば、「取引に関連し

た」又は「期間に関連した」とい

う２つの種類の意味の明確化や時

間価値を償却する期間は、必ずし

もヘッジ関係のある期間である必

要はなく、本源価値が損益に影響

する期間とすべきであることの明

確化を図る）（賛成14名、棄権１

名）。

� 「取引に関連した」又は「期間

に関連した」という２つの種類の

ヘッジ対象の意味を明確化するた

めの１つの一般原則を作ることが

回答者によって提案されたが、そ

のような原則を作るより、上記�

のガイダンスによって意味の明確

化を図る（賛成14名、棄権１名）。

� 時間価値の処理方法について選

択肢を与えない。これは、公開草

案の提案による時間価値の公正価

値による測定及び２つの種類への

分類の煩雑さに配慮して、①公開

草案での提案処理と②IAS第39号

での処理の選択を認めることが検

討されたが、IAS第39号での処理

は、時間価値をトレーディング損

益とみる考え方に立っており、公

開草案における保険プレミアムと

いう考え方と整合しないこと及び

選択肢を認めると比較可能性が損

なわれるおそれがあることから、

行われた判断である（賛成13名、

反対１名、棄権１名）。

② オプションの組合せのヘッジ手

段としての適格性

公開草案及びIAS第39号では、売

建オプションと買建オプションを組

み合わせたデリバティブ（例えばカ

ラー）を単一の商品として購入する

場合、その単一商品がネットで売建

オプションとならない限り、ヘッジ

手段として指定することを認めてい

る。しかし、複数の商品のうち、１

つが売建オプションの場合、又はネッ

トで売建オプションとなる場合は、

それら複数の商品をまとめて、１つ

のヘッジ手段として用いることは認

めていない。このため、単一商品で

あるカラーとして購入する場合と、

売建オプションと買建オプションを

別途契約して、その組合せでカラー

と同じ効果を持つものを作り出した

場合には、後者では、売建オプショ

ンはヘッジ手段として適格でないと

判断され、その組合せをヘッジ手段

とすることができない。このような

単一商品としての売建オプションに

対する制限を改訂するかどうかにつ

いて議論が行われた。

議論の結果、売建オプションと買

建オプションの組合せ（単一の契約

によるか複数の契約によるかにかか

わらず）は、そのネットの効果が売

建オプションとならない限り、合算

してヘッジ手段として扱うことを認

めることが、暫定的に合意された

（賛成13名、反対１名、棄権１名）。

また、売建オプションと買建オプショ

ンの組合せがネットの売建オプショ

ンかどうかの判断は、カラーがネッ

トで売建オプションかどうかの判断

規準と同じものを用いることが留意

された。

� ヘッジ関係のリバランシング

公開草案は、ヘッジ会計の中止に

関する規定を改訂し、ヘッジ会計を

中止することなくヘッジ比率を変更

するために、ヘッジ関係を調整する

リバランシングという考え方を導入

した。すなわち、ヘッジ関係が、ヘッ

ジの有効性の判定目的（偏りのない

結果をもたらし、予想される非有効
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部分を最小限にすること）に合致し

なくなったが、リスク管理目的は同

じである（変わっていない）場合に

は、適格要件が再度満たされるよう

に、ヘッジ関係のバランスを再調整

しなければならないというものであ

る。

リバランシングという概念は、

IAS第39号にはない概念で、IAS第

39号では、ヘッジ関係の調整はすべ

てヘッジ関係の中止として取り扱わ

れている。リスク管理目的に変更は

なく、状況の変化に対応した調整で

あるにもかかわらずヘッジ会計の中

止として処理するのは、企業の管理

と整合しない結果となるので、それ

を避けるために導入された概念であ

る。

リバランシングには、①強制的リ

バランシング（リスク管理目的には

変更がないが、ヘッジの有効性評価

を満たさないと予想される場合）と

②自発的リバランシング（現状のヘッ

ジ比率では将来ヘッジ関係が有効性

評価を満たせないと企業が予想する

場合）の２つのタイプがある。

今回、受領したコメントを受けて、

①リバランシングは強制されるべき

かどうか、また、どのような頻度で

行われるべきか、及び、②リバラン

シングの範囲はどこまでかの２点が

議論された。

議論の結果、リバランシングとい

う概念をヘッジの有効性評価に関す

るボードの暫定決定と整合させるた

めに、次の点が暫定的に合意された

（賛成14名、棄権１名）。

� ヘッジ関係の開始以降は、当該

ヘッジ関係のヘッジ比率に影響す

る状況変化に対応して、企業がヘッ

ジ手段又はヘッジ対象の数量を調

整したときには、企業は、ヘッジ

会計目的上、ヘッジ関係を調整

（rebalance）する。しかし、以下

の場合には、ヘッジ会計目的上、

（企業が用いている）リスク管理

目的のヘッジ比率とは異なる比率

を用いなければならない。

� ヘッジ会計の目的と不整合な

会計上の帰結を達成するような、

ヘッジの非有効性を創造する不

均衡（imbalance）を反映する

ヘッジ比率となる場合。

ⅱ� リスク管理目的上、状況の変

化があるにもかかわらず、ヘッ

ジ会計の目的と不整合な会計上

の帰結を達成するような、ヘッ

ジの非有効性を創造する不均衡

を反映するヘッジ比率を維持す

る場合（すなわち、企業は、ヘッ

ジ比率を調整することを省くこ

とで不均衡を創造してはならな

い）。

� 事前の（自発的）リバランシン

グ（proactiverebalancing）とい

う概念は削除する（この概念は不

要となるため）。

� 最終基準において、リバランシ

ングは、ヘッジの有効性の要求に

準拠するヘッジ比率を維持する目

的で、ヘッジ手段又はヘッジ対象

の数量を調整するものに限るとい

う点を明確にする。

� 任意の中止

公開草案では、IAS第39号のヘッ

ジ会計の中止に関する規定を改訂し、

ヘッジ関係が適用要件を満たさなく

なった場合には、将来にわたってヘッ

ジ会計を中止することを求めている。

また、リスク管理目的が変更された

場合には、ヘッジ関係を中止しなけ

ればならない。しかし、ヘッジ関係

が、リスク管理目的が変わっていな

いことも含め、ヘッジの適用要件を

すべて満たしている限り、企業は任

意にヘッジ会計を中止できないとし

ている。このため、公開草案では、

ヘッジ比率に関する適格要件を継続

して満たすために必要な場合には、

リバランシングを強制している。

受領したコメントでは、ヘッジ会

計を開始するか否かは企業の任意で

あるから、ヘッジ会計を終了させる

か否かも任意とすべきであるべきと

いうものなどがあった。これを受け

て、今回、次の２点が議論された。

� 任意のヘッジ会計の中止が認め

られるべきかどうか。

� ヘッジ会計の中止に対して提案

されている要求とリスク管理目的

及び戦略との関係を明確化するか

どうか。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された（賛成13名、反対１名、棄

権１名）。

� リスク管理目的とリスク管理戦

略がどのように関連しているのか

についてのガイダンスを追加する。

� 公開草案での提案を維持し、し

たがって、リスク管理目的が同じ

であり、かつ、その他のすべての

適格規準を満たしている場合には、

任意のヘッジ会計の中止を禁止す

る。

今回は、長期の製造プログラムに

基づいて製造される製品の製造コス

トの会計処理が、収益認識プロジェ
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クトによってどのような影響を受け

るかに関して議論が行われた。長期

プログラムに基づく製造コストが問

題となるのは、履行義務の充足に従っ

て認識されるプロフィット・マージ

ンに、製造コストの会計処理が影響

する可能性があるからである。今回

の議論では、有形固定資産は本プロ

ジェクトの範囲外であるため、たな

卸資産及び無形資産を対象に議論が

行われた。しかし、これら資産の製

造コストも、収益認識プロジェクト

の対象範囲ではないことから、

IASBとFASBは、もし、この問題を

取り上げるとするなら、他のプロジェ

クトにおいて扱うべきであることに

合意した。

今回は、借手の当初認識後の会計

処理に関して、①外貨換算差額、②

利用権資産の減損、③利用権資産の

再評価（IASBのみの論点）及び④

残価保証（residualvalueguarantee）

の４点について議論が行われた。

� 外貨換算差額

リース料支払債務が外貨建ての場

合の、借手の当初認識後の会計処理

について議論が行われた。外貨建て

のリース契約の場合、当初認識時に

は、利用権資産及びリース料支払負

債ともに、当初測定時の為替レート

で機能通貨に換算される。当初認識

後の測定では、利用権資産は、非貨

幣性資産なので、歴史的原価で測定

され、その後の為替レートの変動は

反映されない。一方、リース料支払

負債は、金融負債なので、当初認識

後の報告日の為替レートで換算され

る。今回論点となったのは、リース

料支払負債が、現在の為替レートで

再測定される際に生じる為替差額の

会計処理で、２つの選択肢が検討さ

れた。

・ IAS第21号（外国為替レート変動

の影響）又はトピック830（外国通貨

事項（foreigncurrencymatters））

に準拠して、損益として認識する。

・ リース料支払負債に対応する利

用権資産の簿価を調整する。

議論の結果、IASB及びFASBは、

リース料支払負債に関連する外貨換

算差額を、現行のIFRS及び米国会

計基準の外国為替の指針と整合的に、

損益で認識すべきと暫定的に合意し

た（IASBの13名が賛成し、FASBの

全員が賛成）。

� 利用権資産の減損

公開草案では、借手の利用権資産

の減損は、それぞれの基準の中の減

損に関する規定に基づくことが提案

されていた。IFRSでは、減損は、

１段階方式（資産の簿価は、将来キャッ

シュ・フローの現在価値である回収

可能額と比較される）で測定される

が、米国会計基準では、２段階方式

（第１段階では、資産の簿価と非割

引将来キャッシュ・フローとが比較

され、後者が前者を下回るときに減

損の測定が行われる。その際には、

資産の簿価と将来キャッシュ・フロー

の割引現在価値の差額として減損が

測定される）で測定される。

議論の結果、利用権資産の減損で

は、IFRS及び米国会計基準におけ

る既存の基準に基づいて減損を認識

するという公開草案における提案を

再確認することが、暫定的に決定さ

れた（IASB及びFASBの全員が賛成）。

� 利用権資産の再評価（IASBの

みの論点）

公開草案では、借手の利用権資産

の再評価を許容している。受領した

コメントでは、この取扱いに対する

支持が多かった。議論の結果、

IASBは、利用権資産の再評価を許

容するという公開草案での提案を再

確認することを暫定的に決定した

（全員賛成）。

� 残価保証

ここでは、借手の残価保証（無関

係の第三者からの保証を除く）の当

初認識後の測定及び再測定について

議論が行われた。

議論の結果、次の点が暫定的に決

定された。

� 借手の利用権資産の測定に含め

られた残価保証に基づく支払見込

額は、利用権資産に含められた他

のリース料の償却方法と整合的に

償却しなければならない。すなわ

ち、償却は、リースの開始日から

リース期間の終了時までの期間、

又は、原資産の耐用年数のいずれ

か短い期間にわたって、システマ

ティックなベースでなされなけれ

ばならない。償却方法は、利用権

資産の経済的便益が消費されるか、

さもなくば、使い果たされるパター

ンを反映しなければならない。当

該パターンを信頼性をもって決定

できない場合、定額の償却方法を

用いなければならない（IASB及

びFASBの全員が賛成）。

� 借手のリース料支払負債の測定

に含められた残価保証に基づく支

払見込額は、残価保証に基づく支

払見込額の重大な変動が生じてい

ることを示唆する事象又は状況が

あれば、再評価しなければならな

い。企業は、重大な変動が生じて

いることを示唆する事象又は状況

があるかどうか決定するため、関

連性のあるあらゆる要因を考慮す

ることが求められる（IASB及び

会計・監査ジャーナル No.674 SEP.2011 47

２ リース



会計

FASBの全員が賛成）。

� 残価保証の見積りの変動から生

じる借手のリース料支払負債の変

動額は、①当期又は過去の期間に

関係する範囲の変動を当期純利益

で認識し、②将来の期間に関係す

る範囲の変動を利用権資産の調整

として認識しなければならない。

残価保証の見積りの変動に伴う配

分は、利用権資産の経済的便益が

消費される又は消費されたパター

ンを反映しなければならない。当

該パターンを信頼性をもって決定

できない場合、企業は、残価保証

の見積りの変動を将来の期間に配

分しなければならない（IASBの12

名が賛成し、FASBの全員が賛成）。

今回は、再保険について議論が行

われた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 受再会社が損失にさらされてい

ないため、再保険契約が重要な保

険リスクを移転していない場合に

おいても、基になっている保険契

約の出再された部分に関する保険

リスクの実質上すべてが再保険者

によって受再されるならば、再保

険契約は重要な保険リスクを移転

するとみなされる（IASB及びFASB

の全員が賛成）。言い替えると、

公開草案では、保険者は保険リス

クの重要性を契約ごとに評価する

こととされているが、再保険では

これを適用せず、元受保険契約の

一部である出再された部分に関す

る保険リスクの実質上すべてが再

保険者によって受再された場合に

ついても、再保険契約が重要な保

険リスクを移転しているとみなす

ことを意味している。

� 保険者は、保険リスクの重要性

を、個別契約レベルで評価しなけ

ればならない。①同一リスクにつ

いて単一の契約当事者との間で同

時に締結された複数の契約、又は、

②同一当事者若しくは関連当事者

との間で締結された相互依存性の

ある複数の契約は、リスク移転を

判断する目的上、単一の契約とみ

なさなければならない（IASB及

びFASBの全員が賛成）。ここでは、

重要なリスク移転を契約ごとに評

価することを要求しているが、単

一の契約とみなされる契約グルー

プを明確化する必要があるために、

この暫定合意がなされた。

� 再保険契約に基づいて支払われ

た額が再保険契約によってカバー

された基となる契約のポートフォ

リオの合計損失（aggregatelosses）

を反映している場合を除き、基と

なる契約が認識されるまで、出再

者は、再保険資産を認識してはな

らない。再保険のカバーが合計損

失に基づいている場合には、出再

者は、再保険契約のカバー期間の

開始日に再保険資産を認識しなけ

ればならない。経営者が、カバー

期間開始前に再保険契約が不利と

なっていることに気付いた場合に

は、不利な契約負債を認識すべき

である（IASB及びFASBの全員が

賛成）。なお、上記の例外扱いは、

再保険カバー（出再者に対するプ

ロテクション）が、個別の元受契

約へ提供する補償ではなく、合計

損失に基づく再保険契約が存在す

ることが前提となっている。この

ような合計損失に基づく再保険の

場合、個別の元受契約の締結前で

あっても、合計損失の負担が始まっ

ているので、再保険契約のカバー

期間の開始時から再保険者はリス

クにさらされている。このため、

出再者は、元受契約の認識を待つ

ことなく、再保険資産を認識すべ

きであるとされた。

� リスク調整の出再部分は、再保

険の使用を通じて除去されたリス

クを表わさなければならない

（IASB全員が賛成、FASBは採決

をしなかった）。この要求は、リ

スク調整は、最終的なキャッシュ・

フローがその予想を超過する可能

性があるというリスクを負担する

ために、保険者が要求する対価で

なければならないので、出再企業

が超過損害額再保険を購入するこ

とによって、再保険控除後ベース

でみれば事業のボラティリティを

著しく軽減している場合などには、

再保険カバー控除後での契約に対

するリスク調整を見積もり、それ

を示すべきであるという考え方に

基づいている。

� 再保険契約を別個の独立した契

約とみて（元受契約の一部とはみ

ない）、再保険契約についての履

行キャッシュ・フローの現在価値

（IASBの暫定決定の下ではリスク

調整を含む）が、

� ゼロ未満（すなわち、将来キャッ

シュ・イン・フローの期待現在

価値にリスク調整を加えた金額

が、将来キャッシュ・アウト・

フローの期待現在価値より小さ

い場合）であって、再保険契約

によって提供されるカバーが将

来の事象を対象とする場合、出

再者は当該金額を、前払再保険

料を表わす再保険回収可能額の

一部として設定し、基となる保
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険契約のカバー期間にわたって

コストを認識すべきである

（IASBの８名が賛成し、７名が

反対、FASBの全員が賛成）。

ⅱ� ゼロ未満であって、再保険契

約によって提供されるカバーが

過去の事象を対象とする場合、

出再者は、直ちに損失を認識す

べきである（IASB及びFASBの

全員が賛成）。

ⅲ� ゼロより大きい場合（すなわ

ち、将来キャッシュ・イン・フ

ローの期待現在価値にリスク調

整を加えた金額が、将来キャッ

シュ・アウト・フローの期待現

在価値を超過する場合）、出再

者は、再保険に関する残余又は

複合マージンを認識すべきであ

る（IASBの11名が賛成し、４

名が反対、FASBの全員が賛成）。

� 出再者は、再保険契約の当初認

識時に基となる保険契約を再測定

した後、出再保険料を含め、基と

なる契約に係る残余又は複合マー

ジンを参照することなく、基とな

る保険契約の履行キャッシュ・フ

ローの現在価値の対応する部分に

適用するのと同じ方法で、再保険

契約の履行キャッシュ・フローの

現在価値を見積もるべきである

（IASBの14名が賛成し、１名が反

対、FASBの全員が賛成）。これは、

再保険契約は、ある保険者から別

の保険者へ契約上の地位を移転す

るものではなく、それによって出

再企業の保険契約者に対する負債

が消滅するわけではないので、再

保険契約締結時に元受保険契約の

残余又は複合マージンのある割合

を利益として認識するのは適切で

はないという考えを反映した取扱

いである。

� 再保険者の不履行を考慮すると

きに、

� 出再者は、再保険資産の回収

可能性を決定する際に、金融商

品の減損モデルを適用する

（IASB及びFASBの全員が賛成）。

ⅱ� 再保険者の不履行リスクの評

価は、担保を含め、すべての事

実及び状況を考慮しなければな

らない（IASB及びFASBの全員

が賛成）。

ⅲ� 現在の情報及び事象に基づい

て、再保険契約の契約条項に従っ

て支払われるべきすべての金額

を、出再者が回収することがで

きないであろうという兆候があ

るときには、係争による損失を

回収可能額の算定に反映しなけ

ればならない（IASB及びFASB

の全員が賛成）。

今後の新規議題に関する意見募集

を行う予定であるが、その概要につ

いての議論が行われた。コンサルテー

ション・ペーパーは、IFRS諮問会

議及び評議員会へ諮った後、2011年

７月頃に公表予定で、公開期間は

2011年11月30日までとすることが、

暫定的に合意された。

今回は、①通信事業会社への影響、

②経過措置及び③再公開の要否の３

点について議論が行われた。

� 通信事業会社への影響

通信事業業界から、電話機と通信

サービスを異なる履行義務として分

離することになる公開草案の考え方

に対する懸念が表明されており、こ

れらの懸念にどう対応すべきかが議

論された。

業界の慣行では、電話機は、本来

の価値よりは低価で提供される場合

がある。これは、電話機があって初

めて通信サービスを提供できるので、

電話機の販売をその公正価値よりは

低い価格で行うことは、一種の市場

開拓費としてとらえる考え方に基づ

いている。現在検討中のモデルでは、

低価で提供される電話機の提供と通

信サービスが一体となった契約を、

電話機の提供義務（履行義務）と通

信サービスの提供義務（別の履行義

務）に分けることが求められる。そ

の際に、提案モデルでは、電話機は、

その公正価値で測定されることにな

るが、これが、業界の慣行又は上述

の市場開拓費という考え方と合わな
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いというのが論点である。スタッフ

からは、いくつかの代替案が示され、

議論が行われた。

議論の結果、通信事業業界に対し

て、提案モデルの例外を設けないこ

とが、暫定的に合意された（IASB

の10名及びFASBの５名が賛成）。

� 経過措置

議論の結果、次の点が暫定的に合

意又は確認された。

� 公開草案での提案のとおり、企

業は、 本基準を遡及適用する

（IASB及びFASBの全員が賛成）。

しかし、適用開始第１年度での本

基準の適用負担を軽減するため、

次のような対応をする（IASBの

12名及びFASBの４名が賛成）。

� 同一期間内に契約され、終了

する契約には遡及適用を強制し

ない。

ⅱ� 比較報告期間の変動対価

（variableconsideration）の見積

りに後になっての判断（hind-

sight）を用いることを許容する。

ⅲ� 比較報告期間で不利な契約負

債（onerouscontractliability）

が認識されている場合を除き、

企業には、発効日においてのみ

不利な契約テストの履行を要求

する。

ⅳ� 過去の報告期間については、

残余履行義務の満期分析の開示

を求めない。

� 企業が上記�のいずれかの経過

措置を利用した場合には、次の情

報を開示する（IASBの８名及び

FASBの５名が賛成）。

� 企業が適用した経過措置

ⅱ� 可能な範囲で、それらの経過

措置を適用した結果起こりそう

な影響の質的評価

� 基準案の再公開

今回、すべての論点の検討を終え

たので、再公開すべきかどうかに関

する議論が行われた。

議論の結果、すべてのボードメン

バーは、デュー・プロセスの再公開

に関する判断規定に照らすと再公開

は不要であるとするスタッフ提案に

同意するものの、すべての企業にとっ

て収益の金額は重要であるという点、

及び、意図しない帰結（unintended

consequences）が起こることを避け

るためにあらゆる手段を採るべきと

の判断から、再公開することが決定

された。再公開では、2010年６月に

公表された公開草案からの変更に絞っ

て意見を聴取することとされ、次の

点が質問される。

� 改訂された要求の分かりやすさ、

要求内容がある特定の契約又は産

業に、意図しない帰結をもらたし

ていないかどうか。

� いくつかの特定の改訂要求につ

いて、意見を明示的に求める。

なお、公開期間は120日とされ、

スタッフに対して、公開草案のド

ラフト作成を始めることが指示さ

れた。また、この再公開に反対す

る予定のボードメンバーはいなかっ

た。

今回は、①貸手の会計処理、②サ

ブ・リース、③借手の短期リース及

び④シャリア会計（イスラム会計）

の４点が議論された。ここでは、④

を除く内容を紹介する。

� 貸手の会計処理

貸手の会計処理については、2011

年５月の第147回会議で、単一アプ

ローチ及び２アプローチのそれぞれ

の場合にどのような会計処理（当初

認識時の測定、当初認識後の測定及

び表示）が採用されるべきかについ

て議論が行われた。今回は、これに

引き続き、もし、単一アプローチ

（原資産の簿価の認識の中止を行い、

リース債権及び残余資産を認識する

アプローチ）が採用された場合に、

どのようなモデルとなるか、また、

すべての契約に単一モデルを適用で

きるかについて議論が行われた。暫

定合意された事項はなく、今後、さ

らに、このアプローチについて検討

を行う予定である。さらに、資産の

一部のリースと資産全体のリースに

異なるモデルを用いるべきかについ

ても、将来、議論が行われる予定で

ある。

� サブ・リース

公開草案では、サブ・リースの認

識及び測定に関して明確なガイダン

スを示していない。しかし、中間の

貸手は、次のような処理をすること

を提案している。

・ ヘッド・リース（headlease）

の借手として、公開草案の借手の

会計処理の提案に従って、利用権

資産を認識する。

・ サブ・リースの貸手として、公

開草案の貸手に関する提案に従っ

て、会計処理する。

今回、受領したコメントを受けて、

サブ・リースの会計処理をどのよう

にするかに関して議論が行われた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された（IASB及びFASBの全員が

賛成）。

� ヘッド・リースとサブ・リース

は、別個の取引として会計処理し

なければならない。

� 中間の貸手は、ヘッド・リース

の借手として、ヘッド・リースか

ら生じる資産と負債を、借手に対
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するこれまでのすべての意思決定

（暫定合意）に基づいて会計処理

しなければならない。

� 中間の貸手は、サブ・リースの

貸手として、サブ・リースから生

じる資産及び負債を、貸手に対す

るこれまでのすべての意思決定

（暫定合意）に基づいて会計処理

しなければならない。

� もし、貸手の会計処理に複数の

アプローチを決定した場合には、

中間の貸手は、サブ・リースの貸

手として、サブ・リースに適用さ

れる貸手の適切なアプローチを決

定するために、（原資産ではなく）

利用権資産を評価しなければなら

ない。

� 借手の短期リース

今回は、2011年５月の第147回会

議で、借手の会計処理として、単一

アプローチを採用することを決定し

たが、これを受けて、2011年３月の

第140回会議で行った短期リースに

関する暫定合意を見直す必要がある

かどうかについて議論が行われた。

2011年３月には、次の点が暫定合

意されている（なお、この暫定合意

は、貸手をもカバーしているが、今

回の議論は、借手の会計処理のみに

焦点を当てている）。

� 借手及び貸手において、短期リー

スの定義は、公開草案の定義（リー

スの開始時点（commencementof

thelease）において、更新又は延

長オプションを含んで、最長12か

月又はそれより短いリース期間を

持つリースである）とする。

� 借手及び貸手は、次の会計処理

を採用することができる。

・ 原資産の種類（class）に対

する会計方針として、すべての

短期リースの資産及び負債を認

識しない会計処理。

・ 他の組織的かつ合理的なベー

スが、原資産の利用をよりよく

表現する場合を除き、リース期

間にわたって、リース料支払額

を包括利益計算書において定額

法で認識する（いわゆる、オペ

レーティング・リースの会計処

理）。

特に、単一アプローチへ変更した

ことにより、リース料支払額を定額

法で認識する処理が妥当かどうかが

検討された。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 2011年３月の暫定合意（上記�）

を確認する（IASBの９名及び

FASBの６名が賛成）。

� 借手は、短期リースに対して、

資産及び負債を認識する会計処理

を採用することができる（IASB

の12名及びFASBの５名が賛成）。

このほか、上記に伴って、包括利

益計算書上で認識される当期の賃借

料の金額の開示及びそれが将来の賃

借料を示唆するものであるかに関す

る開示を求めることに対しては強い

支持があり、将来、短期リースの開

示に関する議論で取り扱われる予定

である。また、貸手の短期リースの

取扱いについても、将来、検討され

る予定である。

2011年５月の第147回会議で、金

融資産のオープン・ポートフォリオ

にどのように予想損失モデルを適用

するかに関して、「当初の公開草案

及び補足資料に対して受領したコメ

ントを基に、過去の提案の改訂版を

開発する」ことが暫定的に合意され、

新たなアプローチ案の開発がされて

いるが、今回、「３バッケット・ア

プローチ（threebucketapproach）」

として提案内容が示され、議論が行

われた。

３バッケット・アプローチは、貸

付金の信用の質が悪化する一般的な

パターンを反映しようというアプロー

チで、信用の質の悪化は、貸倒引当

金の金額を決定する３つの段階を通

じて会計処理されることになる。

� バッケット１：バッケット２及

び３の規準に該当せず、ポートフォ

リオという文脈において、集団と

して減損を評価される資産がこれ

に分類される。これは、グループ

としての貸付金又は個別の貸付金

のいずれにも当てはまらないマク

ロ経済的な事象によって貸付金の

信用損失の予想が変動するような

場合を含んでいる。

� バッケット２：債務不履行の危

険性のある特定の資産は識別され

ないものの、将来起こり得る債務

不履行との直接の関係を示すよう

な事象の発生によって、影響を受

ける資産がこれに分類される。

� バッケット３：個別資産の信用

損失の発生が予想される、又は、

既に起こっていると個別に識別で

きる情報が入手可能な資産がこれ

に分類される。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� ３バッケット・アプローチの開

発を続ける。

� 信用リスクの悪化を規準として、

バッケット間を区分するという大

きなアプローチを採用する。

� バッケット２及び３の貸倒引当

金残高は、残りの全期間を対象と

する予想損失の見積りによる。
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このほか、将来の検討のために、

次の点についてスタッフに指示が出

された。

・ バッケット１におけるアプロー

チとして、①当初の予想に基づく

直近12か月に起こると予想される

損失及び②予想信用損失の変動の

総金額に等しい減損引当金を認識

することを目的とするアプローチ

を追求する。 運用上の複雑性

（operationalcomplexities）に配慮

する必要があり、このアプローチ

をどのように運用できるようにす

るかについて検討する。

・ いつ、バッケット１、２及び３

の間で資産を移動させるかに関連

する、明確で的確に定義された指

標及びガイダンスの重要性が認識

され、３つのバッケットのうち、

どれに金融資産が属するかを決定

する規準の開発が指示された。

今回は、財政状態計算書上、金融

資産と金融負債を相殺して表示する

ための条件として、無条件の相殺権

がある場合のみとするのか、条件付

きの相殺権であっても相殺できる場

合があるのかについて議論が行われ

た。

スタッフからは、次に示す３つの

代替案が示され、これに基づいて議

論が行われた。

� 代替案１：①通常のビジネス及

び倒産（bankruptcy）、支払不能

（insolvency）又は債務不履行（de-

fault）のいずれのときにも行使可

能な相殺権があり、かつ、②金融

資産と金融負債を純額又は同時に

決済する意図がある、ということ

を求めるアプローチ。

� 代替案２：①通常のビジネスに

おいて法的に強制可能な相殺権が

あり、かつ、②金融資産と金融負

債を純額又は同時に決済する意図

がある、ということを求めるアプ

ローチ。

� 代替案３：デリバティブ金融商

品については、一般的な相殺規準

に対する例外を設け、①デリバティ

ブに対して認識された公正価値と

②マスター・ネッティング契約の

下で同一相手先に有する公正価値

で測定されたデリバティブから生

じる、現金担保を徴求できる権利

又は現金担保を返済しなければな

らない債務に対して認識された公

正価値金額とを相殺するすること

を許容するアプローチ。このアプ

ローチでは、相手先の１つの倒産、

支払不能又は債務不履行のときに

のみ強制できる相殺権である必要

がある。このほか、毎日の変動証

拠金ポスティング （variation

marginposting）が、担保付デリ

バティブの場合にのみデリバティ

ブの相殺を限定するアプローチな

どの方法が検討された。

議論の結果、IASBのボードメン

バーの全員（15名）は、代替案１を

選好し、FASBのボードメンバーの

４名が代替案３を、３名が代替案１

を選好した。IASBとFASBの意見が

一致しなかったため、IFRSと米国

会計基準に準拠した財務諸表を利用

者が比較できるよう、今後も、開示

要求を収斂させるために共同して作

業することが合意された。

今回は、①残余マージンを変動

（unlock）させるべきか、②もし、

変動させる場合、どのようように変

動させるべきか、③残余マージンの

配分方法、④新契約費の会計処理及

び⑤包括利益計算書の表示の５点に

ついて議論が行われた。

� 残余マージンの変動

公開草案では、残余マージンは、

予想保険料の現在価値から予想キャッ

シュ・アウト・フローの現在価値と

リスク調整を控除した金額として算

定し、保険カバー期間にわたって償

却することが提案されていた。しか

し、コメントの多くが、契約当初に

残余マージンを固定し、その後、シ

ステマティックに配分（償却）する

ことに否定的であった。

これは、初日の差額のみが残余マー

ジンとされ、即時に損益が認識され

ないが（初日に損益を発生させない）、

しかし、それ以後の変動は、発生時

に当期純利益で認識されることにな

り、会計処理に矛盾があること及び

ある期において、損失を認識しなけ

ればならないのに、一方で、残余マー

ジンとして利益が将来に繰り越され

ることが起こる可能性があり、初日

の差額のみを残余マージンとして取

扱いすることが、必ずしも説得的で

ないことなどを理由とするものであっ

た。

議論の結果、IASBは、残余マー

ジンは固定されるべきではないこと

に暫定的に合意した（賛成８名、反

対７名）。一方、FASBは、単一マー

ジン・アプローチ（複合マージン）

を採用することとしているが、仮に、

残余マージン・アプローチを採用し

た場合には、残余マージンを変動さ

せることには反対であることを表明

した。

� 残余マージンの変動方法

残余マージンを変動させることが
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暫定合意されたので、どのように変

動させるかについて議論が行われた。

議論の結果、IASBでは、次の点

が暫定的に合意された。なお、

FASBは、この点について議決を行っ

ていない。

� 保険者は、保険負債を測定する

ために用いた将来キャッシュ・フ

ローの見積りに変動が生じた場合

には、有利な変動であろうと、不

利な変動であろうと、残余マージ

ンを調整しなければならない。経

験調整（experienceadjustment）は、

当期純利益で認識しなければなら

ない（賛成11名、反対４名）。

� 保険者は、残余マージンの増加

に上限を設けてはならない（賛成

12名、反対３名）。

� 保険者は、変動のあった期に、

リスク調整を当期純利益で認識し

なければならない（賛成９名、反

対６名）。

� 保険者は、残余マージンに対す

る調整を将来に向かって適用しな

ければならない（賛成10名、反対

５名）。

このほか、IASBは、割引率の変

動を残余マージンの調整として認識

すべきか、それとも、その変動が会

計上のミスマッチを生じさせる範囲

で当期純利益で認識すべきかどうか

について議論を行ったが、意思決定

はなされなかった。

� 残余マージンの配分方法

残余マージンをどのように保険期

間にわたって配分するかについて議

論された。公開草案では、残余マー

ジンは、当初認識時もその後におい

ても、負となり得ないことを提案し

ていた。また、配分期間については、

保険のカバー期間とし、配分パター

ンは、時の経過に基づくが、発生保

険金及び給付金の予想時期のパター

ンが時の経過と著しく異なるときに

は、発生保険金及び給付金の予想時

期に基づくことが提案されていた。

議論の結果、IASBは、次の点に

暫定的に合意した。

� 残余マージンは負の数字となる

べきではない（全員が賛成）。

� 保険者は、残余マージンを、契

約で提供するサービスの移転のパ

ターンと整合的なシステマティッ

クなベースで、保険のカバー期間

にわたって配分しなければならな

い（賛成９名、反対６名）。この

暫定合意では、時の経過又は発生

保険金及び給付金の予想時期のパ

ターンは、保険契約の履行義務の

遂行を反映する適切なベースでは

ないというコメントを受けて、公

開草案の提案を修正している。

� 新契約費

2011年２月の第137回臨時会議で、

新契約費に関して議論が行われ、次

の点が暫定合意されている。

� 契約キャッシュ・フローに含ま

れる新契約費は、ポートフォリオ・

レベルでの増分新契約費とする。

� 新契約費は、発生時に費用とし

て認識するのではなく、保険契約

の当初測定に含める。

� キャッシュ・フローの当初測定

に含める新契約費は、FASBは、

成功した保険契約に関するものだ

けにすべきとしたが、IASBは合

意に達しなかった。

� キャッシュ・フローに含めるべ

き新契約費に関するより一層の理

解のため、増分費用、直接費用、

又は、直接かつ増分費用をどのよ

うに定義するかに関する明確化を

図ることがスタッフに指示された。

今回は、①キャッシュ・フローの

当初測定に含める新契約費は成功し

た保険契約に関するものだけにすべ

きかどうか（上記�）及び②キャッ

シュ・フローに含めるべき新契約費

の内容（上記�）に関する議論が行

われた。ここでは、上記①について

のみ紹介する。

成功した保険契約に対応する新契約費

IASBとFASBで見解に相違のある

部分に関して、再度、議論された

（下記のように、両者の見解の一致

をみることができなかった）。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� IASBは、新契約費を成功した

保険契約に係るものとそうでない

ものとに区分することはしないこ

とに暫定合意した（賛成９名、反

対６名）。

� FASBは、キャッシュ・フロー

の当初測定に含める新契約費は、

成功した保険契約に関するものだ

けにすることに暫定合意した（全

員が賛成）。

� 包括利益計算書の表示

公開草案では、包括利益計算書で

の表示に関して、要約マージン・ア

プローチが採用され、少なくとも、

①引受マージン、②当初認識時の損

益、③新契約費（個別の保険契約に

関する増分新契約費を除く）、④経

験調整（experienceadjustments）及

び見積りの変更並びに⑤保険負債の

金利という要素を区分表示すること

が提案されていた。これについては、

現行実務で広く定着している受取保

険料を表示することとしていないこ

とから、受領したコメントでは、受

取保険料の表示を検討すべきとの指

摘を受けていた。

これらを受けて、継続してこの問

題が議論されてきた。
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議論の結果、次の特徴を持つ様式

とすることが、暫定的に合意された

（IASBは賛成反対が７名ずつであっ

たが、その後の再投票で10名がこの

アプローチに反対しないことを表明

した。FASBは、５名が賛成し、２

名が反対した）。

� 包括利益計算書上では、①引受

マージン、②投資パフォーマンス、

③割引率の変動に分け、さらに、

引受マージンの中を、ビルディン

グ・ブロック・アプローチと修正

アプローチ（未経過保険料として

の処理）に分ける。

� 引受マージンの中で、グロス表

示される保険料は、ビルディング・

ブロック・アプローチの下では、

期日を迎えたベースで表示を行い、

修正アプローチの下では、稼得ベー

スで表示する。

2001年のIASB発足以来、８月を

除き、年11回開催されるIASB会議

の報告を約10年間続けてきた。2011

年６月末にIASB理事を退任したが、

数えてみると149回にもなり、特に、

2010年以降は、当初目標としていた

MOUプロジェクトの2011年６月末

完成を目指して、プロジェクト進捗

のために、多くの臨時会議が開催さ

れ、会議の回数も顕著に増加した。

この間、この報告を書くに当たって、

どのような選択肢が検討され、どう

してその中から１つの結論が合意さ

れたのかを、できるだけ分かりやす

く理解できるようにするよう努めた

つもりである。日本語でIASBの議

論の大きな流れが理解できるように

したいと思いながらも、成功したか

どうかは、はなはだ心もとない。内

容が専門的すぎて、難解になってし

まったという恨みは捨てがたい。し

かし、何とか10年間の報告を書き終

えられたことは、筆者にとっては、

大変な喜びである。この10年間、こ

の報告をお読みいただいた皆様に心

からお礼申し上げ、擱筆することと

したい。
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